
後期高齢者支援金への総報酬割導入（案）

◎後期高齢者支援金（注）の費用負担のイメージ （約５．０兆円：平成２２年度予算案ベース）

○平成２２年度から平成２４年度までの間、特例措置として、被用者保険が負担する支援金総額の１／３を総報酬割とする。

○平成２２年７月施行 （平成２２年度は、支援金総額の２／９を総報酬割 （ １／３ × ８ヶ月分／１２ヶ月））

①被用者保険と国保 → 加入者の数で按分（現行どおり）

②被用者保険内 → ２／３は加入者の数で按分、 １／３は総報酬のシェアで按分 (初年度は加入者割７／９、総報酬割２／９)

加入者割
２／３

総報酬割
１／３

16.4％

公費
2,700

16,600億円 14,600億円14,500億円 4,400億円

現行制度

協会けんぽ 国 保共済組合健保組合

加入者数
２９８０万人（４０．２％）

加入者数
３４７０万人（４６．９％）

加入者数
８９０万人（１２．１％）

加入者数
３９２０万人

≪ 被用者保険 計35,800億円 ≫

加入者の数で按分 （被用者保険と国保で共通）

２２年度～２４年度（３年間）の特例措置

（括弧内は被用者保険内のシェア）

（括弧内は被用者保険内のシェア）≪ 被用者保険 計35,800億円 ≫

公費
1,800

14,600億円

国 保共済組合協会けんぽ健保組合 16.4％

4,700億円
(＋350億円)

初年度4,600億円
（＋230億円）

総報酬
８２．５兆円（４４．６％）

総報酬
７２．９兆円（３９．４％）

総報酬
２８．０兆円（１５．２％）

15,000億円(+500億円)
初年度14,800億円（＋330億円）

加入者数
２９８０万人（４０．２％）

加入者数
３４７０万人（４６．９％）

加入者数
８９０万人（１２．１％）

加入者数
３９２０万人

15,800億円(-850億円)
初年度16,100億円（-560億円）

（注）前期高齢者に係る支援金負担分を含む。

※ あわせて、健保組合等における前期高齢者納付金等の負担軽減を図るため、円滑化等事業による支援を倍増（約160億円→約320億円）
（注）総報酬割導入の健保組合への影響： 負担増 約９２０組合、 負担減 約５６０組合



１．８％

３．２％

０．７％

６５０万円１５０万円

所要保険料率

（注１）21年度賦課ベース。所要保険料率は、前期財政調整を加味した支援金負担を算定。
（注２）協会けんぽの加入者１人当たり報酬額は224万円。１人当たり報酬額が協会けんぽより高い保険者は1366、低い保険者は196。

２６２万円
（全被用者平均）

総報酬割

加入者割（現行）

後期高齢者支援金に総報酬割を導入した場合の所要保険料率の変化（イメージ）

加入者1人当たり報酬額

（参考） 後期支援金の負担額の変化の例 （２１年度賦課ベース）

加入者数 加入者一人当たり報酬額 加入者割 総報酬割

Ａ健保組合 １８５７人 ５４０万円

９０百万円(注)

（単価43,323円×1,857人）

１８１百万円
（総報酬10,030百万円）

所要保険料率 ０．９％ 所要保険料率 １．８％

Ｂ健保組合 ２０９４人 １５６万円

１００百万円(注)

（単価43,323円×2,094人）

５９百万円
（総報酬3,263百万円）

所要保険料率 ３．１％ 所要保険料率 １．８％

(注）前期高齢者に係る支援金負担分（Ａ組合 ９百万円、Ｂ組合 ９百万円）を含む。
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※ 後期高齢者支援金の全額を総報酬割とする場合（仮定）のイメージ。なお、平成２２～
２４年度においては、被用者保険内は、支援金の３分の１について総報酬割を導入。
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医療保険制度における患者負担の推移
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注：国民所得は内閣府発表の国民経済計算（2008.12）。

（兆円）

（年度）

＜対前年度伸び率＞

・介護保険
制度施行

・高齢者１割
負担導入

・高齢者１割
負担徹底

・被用者本人
３割負担等

・現役並み
所得高齢者
3割負担等

国 民 医 療 費 （兆円）

老 人 医 療 費 （兆円）
※ （ ）内は老人医療費の国民医療費に占める割合

国民医療費の対国民所得比

1985
(S60)

1990
(H2)

1995
(H7)

2000
(H12)

2001
(H13)

2002
(H14)

2003
(H15)

2004
(H16)

2005
(H17)

2006
(H18)

2007
(H19)

国民医療費 6.1 4.5 4.5 ▲1.8 3.2 ▲0.5 1.9 1.8 3.2 0.0 3.0

老人医療費 12.7 6.6 9.3 ▲5.1 4.1 0.6 ▲0.7 ▲0.7 0.6 ▲3.3 0.1

国民所得 7.4 8.1 0.1 2.0 ▲2.8 ▲1.5 0.7 1.6 0.5 2.1 0.3

医 療 費 の 動 向

老人医療の対象年齢の引上げ
70歳以上 → 75歳以上

（～H14.9） （H19.10～）

（診療報酬改定） 0.2％ ▲2.7% ▲1.0％ ▲3.16％

（主な制度改正）

（％）



平成18
予算ベース

(2006)

平成27

(2015)

平成37

(2025)

国民医療費（兆円） 33.0 44 56

後期高齢者医療費（兆円） 10.8 16 25

医療給付費（兆円） 27.5 37 48

国民医療費、医療給付費、後期高齢者医療費の将来見通し
（平成18年1月）

年度

（注）後期高齢者医療費は、平成18年度については老人医療費であり74歳以上の高齢者等が対象、
      また、平成27年、平成37年度は75歳以上の高齢者等が対象。

※ 新しい将来見通しについては、現時点では、現行の暫定措置（70～74歳の患者負担、後期高齢者の保険料軽減措置、後

期高齢者支援金の総報酬制等）や医療費適正化の取扱い等についての前提の設定が困難であることから、今後、高齢者
医療改革会議において、新制度の基本的な内容が明らかになっていく段階でお示しする予定。

国民医療費、医療給付費、後期高齢者医療費の将来見通し
＜平成18年制度改正時の試算＞

神田委員御依頼資料



後期高齢者医療費の財政負担の将来見通し
＜平成18年制度改正時の試算＞

平成20年度
（2008）

平成27年度
（2015）

後期高齢者医療費 113,700 163,900

公費 49,200 70,500

後期高齢者支援金 45,400 64,400

公費負担分 9,900 14,100

保険料負担分 35,500 50,300

後期高齢者保険料分 8,100 13,500

患者負担 11,000 15,500

（億円）

※ 保険料は当該年度の医療給付費を賄うために必要な保険料額である。

医療保険制度における所要保険料及び公費負担の将来見通し
＜平成18年制度改正時の試算＞

所要保険料 公費
協会健保 健保組合 市町村国保 国庫 都道府県 市町村

平成20年度
（2008）

57,400 52,400 30,500 71,600 16,500 10,100

平成27年度
（2015）

68,900 63,200 37,100 94,600 21,500 13,800

（億円）

※ 所要保険料とは当該年度の医療給付費を賄うために必要な保険料額である。

神田委員御依頼資料



高齢者と若人の１人当たり医療費の伸びの状況について

○ 高齢者と若人の一人あたり医療費の伸びについては、平成１８年改正当時
は、平成７年から平成１１年までの実績により、高齢者（約３．２％）、若人（約２．
１％）と見込んでいたが、近年の伸びは以下のとおりであり、今後、高齢者と若人
のいずれが、どの程度、高くなるかを見込むことは困難な状況となっている。

平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

７０歳未満 ２．１％ ▲１．２％ ０．４％ ０．９％ １．５％ ▲０．９％ １．６％ ２．０％

７０歳以上 １．２％ ▲３．６％ ０．９％ ０．２％ ２．０％ ▲１．５％ ２．１％ ▲０．１％

※ ６５～６９歳で後期高齢者医療制度（平成19年度以前は老人保健制度）の対象となっている者は、「７０歳以上」に含まれる。
※ 診療報酬改定については、平成１４年（▲２．７％）、平成１６年（▲１．０％）、平成１８年（▲３．１６％）、平成２０年（▲０．８２％）の影響がある。
※ 診療報酬改定のほか、医療費の伸びに影響を与える主な制度改正は以下のとおり。

平成１４年；７０歳以上の高齢者の定率（１割）負担の徹底。
平成１５年；被用者保険の被保険者等の患者負担割合の引き上げ（２割→３割）
平成１８年；７０歳以上の高齢者のうち、現役並みに所得がある方の患者負担割合の引き上げ（２割→３割）


